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   磐田市栄町自転車等駐車場条例の一部を改正する条例 

 磐田市栄町自転車等駐車場条例（平成１７年磐田市条例第１６６号）の一

部を次のように改正する。 

 第１０条中「午前零時から午後１２時までとし、駐車場へ出入りできる時

間は、午前６時から午後９時まで」を「午前零時から午後１２時まで」に改

める。 

 第１２条第１号中「道路交通法（昭和３５年法律第１０５号。以下「法」

という。）第２条第１項第１０号」を「道路運送車両法（昭和２６年法律第

１８５号）第２条第３項」に改め、「する原動機付自転車」の次に「（二輪

のものに限る。）」を加え、同条第２号中「法第２条第１項第１１号の２」

を「道路交通法（昭和３５年法律第１０５号。以下「法」という。）第２条

第１項第１１号の２」に改める。 

 第１３条第１項中「を使用しようとする者（以下「使用者」という。）」

を「の使用料」に、「に定める使用料を納付しなければならない」を「のと

おりとする」に改め、同条第２項中「使用料は、」の次に「駐車場を使用す

るもの（以下「使用者」という。）から、」を加え、「駐車票兼領収書と引

換えに納付し」を「自転車等を出場させる際に」に、「交付を受ける」を

「発行の」に、「、納付しなければならない」を「徴収する」に改める。 

   附 則 

 この条例は、令和８年４月１日から施行する。 
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磐田市栄町自転車等駐車場条例新旧対照表 

現行 改正案 

（使用時間等） （使用時間等） 

第10条 駐車場の使用時間は、午前零時から午後12時までとし、駐車場へ出

入りできる時間は、午前６時から午後９時までとする。ただし、指定管理

者が特に必要があると認めるときは、あらかじめ市長の承認を得て、使用

時間を変更することができる。 

 

第10条 駐車場の使用時間は、午前零時から午後12時まで＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿とする。ただし、指定管理

者が特に必要があると認めるときは、あらかじめ市長の承認を得て、使用

時間を変更することができる。 

 

（駐車対象車両） （駐車対象車両） 

第12条 駐車場に駐車できる自転車等は、次に掲げるとおりとする。 第12条 駐車場に駐車できる自転車等は、次に掲げるとおりとする。 

(１) 原動機付自転車 道路交通法（昭和35年法律第105号。以下「法」

という。）第２条第１項第10号に規定する原動機付自転車＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿ 

(１) 原動機付自転車 道路運送車両法（昭和26年法律第185号）第２条

第３項＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿に規定する原動機付自転車（二輪のもの

に限る。） 

(２) 自転車 法第２条第１項第11号の２＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿に規定する自転車 

(２) 自転車 道路交通法（昭和35年法律第105号。以下「法」とい

う。）第２条第１項第11号の２に規定する自転車 

(３) 略 

 

(３) 略 

（使用料） （使用料） 

第13条 駐車場を使用しようとする者（以下「使用者」という。）は、別表

に定める使用料を納付しなければならない。 

第13条 駐車場の使用料＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿は、別表

のとおりとする＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿。 

２ 前項の使用料は、＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿普通使用にあっては駐車票兼領収書と引換えに納付し、定期使用にあ

っては駐車定期券の交付を受ける際に、納付しなければならない。 

 

２ 前項の使用料は、駐車場を使用するもの（以下「使用者」という。）か

ら、普通使用にあっては自転車等を出場させる際に＿＿＿、定期使用にあ

っては駐車定期券の発行の＿＿際に徴収する＿＿＿＿＿＿＿＿＿。 

 


